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訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

セージュ新ことに運営規程 

 

（目的） 

第 1 条 この規程は、医療法人耕仁会が開設する介護老人保健施設セージュ新ことに 

（以下「事業所」という。）が行う訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリ

テーション事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するため、人員および

管理運営に関する事項を定めることを目的とする。 

 

 （事業の目的） 

第 ２ 条 事業は、利用者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、理学

療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、その利用者が可能

な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

う、心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。 

  

 （運営の方針） 

第 ３ 条 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

（１）訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション（以下、「訪問リハ

ビリテーション等」という。）の提供にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若

しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目標を設定し、

計画的に行うものとする。 

（２）訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、事業所は自らその質の評価を行い、

常にその改善を図るものとする。 

（３）訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、医師の指示並びに訪問リハビリテ

ーション計画又は介護予防訪問リハビリテーション計画（以下、「訪問リハビリテ

ーション計画等」という。）に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常

生活の自立に資するよう適切に行う。 

（４）訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利

用者又はその家族に対し、療養上必要とされる事項等について理解しやすいよう説

明を行う。 

（５）事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密

な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。  
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（事業所の名称及び所在地） 

第 ４ 条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）名 称 介護老人保健施設セージュ新ことに 

（２）所在地 札幌市北区新琴似町７８７番地２、同番地３ 

 

（従業者の職種、員数及び職務の内容） 

第 ５ 条 この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりと

する。 

 （１） 管理者（医師） １人（常勤兼務） 

     事業所職員の管理と共に業務の実施状況、把握その他管理を一元的に行う。 

 （２） 理学療法士  １人以上（常勤兼務）  

（３） 作業療法士  １人以上（常勤兼務）  

      理学療法士・作業療法士（又は言語聴覚士）は、医師の指示並びに訪問リハビ

リテーション計画等に基づき、利用者の心身機能の回復を図るために必要なリ

ハビリテーション、指導を行う。 

 

（営業日及び営業時間） 

第 ６ 条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

（１）営業日  月曜日から金曜日までとする。 

ただし、祝日及び１２月３０日から１月３日までを除く。 

（２）営業時間 １３時００分～１７時００分までとする。 

 

（訪問リハビリテーション等の内容及び利用料その他の費用の額） 

第 ７ 条 事業所が行う訪問リハビリテーション等の内容は、計画的な医学管理を行っ

ている医師の指示に基づき、要介護者等の居宅を訪問し、基本的動作能力又は応用的動

作能力、社会的適応能力、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため

に行う、理学療法や作業療法その他必要なリハビリテーションとする。 

２ 訪問リハビリテーション等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣の定める基

準によるものとし、当該訪問リハビリテーション等が法定代理受領サービスであるとき

は、その１割、２割又は３割の額とする。 

３ 法定代理受領サービス以外の訪問リハビリテーション等を提供した場合は、前項の法

定代理受領サービスの単価に単位単価を乗じた額とする。 

４ 第２項から第３項までの費用の支払いを受ける場合には、要介護者等又はその家族に

対して事前に当該サービスの内容及び費用について文書で説明した上で、支払いに同意

する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとする。    
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 （利用料滞納以外における契約解除事項） 

第 ８ 条 事業所のサービス及びその職員の人権を守る観点から、以下の事由等の発生が

確認された場合、契約を解除するものとする。 

（１） 利用者又はその家族が事業所へ著しい不信行為を行う場合 

（２） 利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及び暴力団、暴力団員、 

暴力団でなくなった時から 5 年を経過しない者又は関係者、暴力団関係企業、

総会屋、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他の反社会的勢力、 

又は暴力団関係者との利害関係者であることが判明した場合 

(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例に基づく) 

（３）職員に対して、暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷、セクシャルハラスメント

などのハラスメント行為などが発生し、関係者間で協議した結果、解決困難

で健全な信頼関係を築くことができないと判断した場合 

 

（通常の事業の実施地域） 

第 ９ 条 通常の事業の実施地域は、札幌市北区、西区・手稲区・石狩市とする。 

 

（要望又は苦情等の申し出） 

第１０条 利用者又はその家族は、事業所の提供する訪問リハビリテーション等に対して

の要望又は苦情等について、管理者に文書、電話、口答等で申し出ることができる。 

 次の連絡先・担当者を置きあたらせるものとする。 

２ 連絡先 TEL ０１１－７６８－２８００ 札幌市北区新琴似町７８７番地２、３ 

３ 担当者 清水 満   

 

（秘密の保持と個人情報の保護） 

第１１条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚

生労働省が策定した「医療・介護関係事業所者における個人情報の適切な取り扱いのた

めのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。 

２ 事業所及びその職員は、業務上知り得た利用者又はその家族等に関する秘密を、正当

な理由なく第三者に漏らしてはならない。 

３ この秘密を保持する業務は、サービス提供契約が終了した後においても継続する。 

４ 事業所及びその職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

職員である期間及び職員でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を雇

用契約の内容とする。 

５ 事業所は、利用者から予め文書で同意を得た場合に限り次の情報提供を行う。 

（１）介護保険サービスの利用のための市町村、居宅介護支援事業所その他の介護

保険事業者等への情報提供、あるいは、適切な在宅療養のための医療機関等

への療養情報の提供。 
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（２）介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。

なお、この場合、利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを

厳守する。 

６ 事業所は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの

他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分

の際にも第三者への漏洩を防止しなければならない。 

７ 事業所が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することと

し、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行

い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとする。（開示に際して複写料

などが必要な場合は利用者の負担とする。） 

 

（虐待防止に関する事項） 

第１２条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等ハラスメントの防止等のために、次に

掲げるとおり必要な措置を講ずるものとする。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定する 

    虐待防止責任者 管理者  藤原 和彦 

（２）虐待防止のための指針の整備 

（３）虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

（４）成年後見人の利用を支援する 

（５）苦情解決体制を整備する 

（６）サービス提供中に職員が、養護者（現に養護している家族・親族・同居人

等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれ

を市町村に通報する。 

 

（賠償責任） 

第１３条 訪問リハビリテーション等の提供に伴い、事業所の責に帰すべき事由によって

利用者が被害を被った場合、事業所は、利用者に対して損害を賠償する。 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって事業所が被害を被った場合、利用者及び身元引受

人は、連帯して事業所に対してその損害を賠償する。    

 

（身分証携行義務） 

第１４条 職員は、常に身分証を携行し、訪問時、利用者または家族からその提示を求め

られたときは、いつでも身分証を提示しなければならない。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第１５条 従業者の資質の向上のために、次のとおり研修の機会を設けるものとする。 

（１）採用時研修 採用後 1か月以内 
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（２）継続研修  年 1回 

２ この規定に定めるもののほか、この事業所の運営に関する事項は、（医療法人耕仁会 

と管理者との）協議に基づいて定めるものとする。 

 

附 則 

 この規程は、平成２５年９月１日から施行する。 

この規程は、平成２６年４月１日に一部改訂し、同日から施行する。 

この規程は、平成２７年４月１日に一部改訂し、同日から施行する。 

この規程は、平成２７年８月１日に一部改訂し、同日から施行する。 

この規定は、平成２８年４月１日に一部改訂し、同日から施行する。 

この規定は、平成２９年４月１日に一部改訂し、同日から施行する。 

この規定は、平成３０年４月１日に一部改訂し、同日から施行する。 

この規定は、令和１年 10月１日に一部改訂し、同日から施行する。 

この規定は、令和３年４月１日に一部改訂し、同日から施行する。 

この規定は、令和４年 10月 1日に一部改訂し、同日から施行する。 

この規定は、令和５年６月３０日に一部改訂し、同日から施行する。 

この規定は、令和６年６月 1日に一部改訂し、同日から施行する。 

 この規定は、令和７年 12月 1日に一部改訂し、同日から施行する。 

                                      

 


